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地域のことは、まず地域で考え、解決するという地域の主体的な活動を促進し、

その活動を区や市レベルで支える仕組みをつくります。 

 また、区民や地域団体、ＮＰＯ、企業、大学、高等専門学校などの多様な地域主

体と行政が、協働してまちづくりを進めるための仕組みを整えます。 

取組みの視点 

○区民や地域団体、ＮＰＯ、企業、大学、高等専門学校などの多様な地域 

主体と行政が協働してまちづくりや地域課題を解決する仕組みを整えます 

○自治会などが行う地域の主体的な活動を支援します 

○元気な高齢者など地域で主体となって活動する人材の育成に取り組みます 

令和５年度:主な事業・取組み 

１－１ 自治会加入促進の取組み 

   自治会は、「区民同士の心が通うまちにしたい」、「安全に暮らせるまちにした

い」「きれいなまちにしたい」など、様々な区民の思いの実現に向けて、区民自ら

が結成し、自主的な運営を行う団体であり、地域コミュニティづくりの中心的な

担い手です。 

   多様な社会環境のなかで、区民主体の地域づくり・まちづくりを促進するため、

自治会の加入促進・脱会防止に取り組みます。 

【主な取組み】 

 ・各区自治連合会との協働 

 ・各区、校区の特性にあわせたＰＲ方法の検討 など 

問い合わせ：市民文化スポーツ局地域振興課 TEL: ５８２－２１１１ 

Ⅳ 活発な区民活動を促進する環境づくり 

小倉南区では 



1８ 

１－２ 町内自治会啓発・加入促進事業 

   区役所内に自治会の役割等を紹介するポスターやＳＤＧｓ横断幕を設置する等、

来館者などに周知・ＰＲします。 

また加入促進を図るため、小倉南区に転入される方に、自治会加入案内チラシを

配布しています。 

【主な取組み】 

・小倉南区限定の「ミニのぼり」を区役所・市民センター等で掲示し、来館者など

に周知・ＰＲします。 

・若年層への啓発を図るため、北九州市立大学において「自治会の役割と活動」に

関する授業を行います。 

・スポーツジム運営事業者と連携し、自治会加入者及び自治会加入希望者が施設を

無料で利用できるキャンペーンを実施しました。 

・未加入者が多い賃貸集合住宅対策として、入居時の加入依頼強化や、オーナー一

括加入に向け、宅建協会北九州支部と連携体制を構築しました。 

・小倉南区自治総連合会と協働で、自治会加入者が、火災により現在の住居に住め

なくなった場合、緊急時火災見舞金を支給します。 

・新しく町内会に加入された方には粗品を進呈しています。 

問い合わせ： 

小倉南区役所コミュニティ支援課コミュニティ支援係 

TEL:９５１－０２０１ 

２ 地域総括補助金などを通じた区民主体のまちづくり活動の推進 

   地域が一体となった地域づくりを促進するため、地域総括補助金を「まちづく

り協議会」に交付するとともに、地域活動の参考となる事例の紹介を行う「地域

のちから」報告会などを行います。 

【主な取組み】 

 ・まちづくり協議会の活動支援 

 ・市民センターの整備 

 ・校区まちづくり支援事業  など 

問い合わせ：市民文化スポーツ局地域振興課 TEL:５８２－２１１１ 



1９ 

３ 地域が自主的に行う行事で必要な備品の貸し出しを通じた区民主体のまちづく

り活動の推進（コミュニティ活動応援事業） 

   区内のコミュニティ団体が自主的に行う行事・イベント等に対して、コミュニ

ティグッズの貸し出しなどの支援を行います。 

問い合わせ：小倉南区役所コミュニティ支援課生涯学習係 

TEL:９５１－４１１５ 

４ 地域の活性化につながる地域団体などのまちづくりを支援するステップアップ

事業の実施 

   区民主体のまちづくりを推進するため、区民主体の地域の特性を活かした活動

や、地域の活性化につながるまちづくり活動などに対し、事業費の一部を補助し

ます。 

令和５年度小倉南区役所受付件数 ３件 

問い合わせ：小倉南区役所コミュニティ支援課イベント係  

TEL:９５１－１０３７ 


